
議案第９５号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議決を求める。

  平成２５年６月１２日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

路 線 名 延  長

ｍ

幅 員

ｍ

起   点 終   点 重要な経過地

Ｉ第１１０号線 13 10 1 80 

さいたま市浦和区前

地一丁目１１４番地

先

さいたま市浦和区前

地一丁目１１４番地

先

Ｐ第３９１号線 1363 00 

1 

～ 

6 

80 

00 

さいたま市緑区大字

下野田字流１０５５

番１地先

さいたま市緑区大字

大門字野原４９２７

番２地先

４０３４０号線 25 05 0 91 

さいたま市西区三橋

五丁目１４３２番地

先

さいたま市西区三橋

五丁目１４３０番地

先

４０３４１号線 24 06 0 91 

さいたま市西区三橋

五丁目１４３０番地

先

さいたま市西区三橋

五丁目１４１６番地

先

４０３５２号線 127 30 

0 

～ 

1 

91 

82 

さいたま市西区三橋

五丁目２０３０番地

先

さいたま市西区三橋

五丁目１９９０番地

先

４０３５４号線 31 40 0 91 

さいたま市西区三橋

五丁目１９９０番地

先

さいたま市西区三橋

五丁目２１８８番地

先

４０６８２号線 60 21 1 82 

さいたま市西区大字

水判土字原３６４番

４地先

さいたま市西区大字

水判土字原３６１番

地先


